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　大商学園高等学校は、1887年に私立大阪商業学校として創設され、現在は、普通科と商業科の２学科４コースに約1200名が在籍
する男女共学校です。創立130周年を記念して新館を竣工し、グローバル化に対応すべく新たな学校作りを目指しています。写真右
上は、ネイティブによる英会話の授業。写真左下は毎朝実施している静黙集合で、全校生徒が体育館に集合して黙想し、授業に向か
う心構えを作ります。

写真提供：学校法人　大商学園　大商学園高等学校（大阪府豊中市）
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私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

会
計
検
査
院
の
実
地
検
査
結
果

　

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
に
か
か
る
平

成
31
年
の
会
計
検
査
院
実
地
検
査
は
、
平
成

30
年
11
月
か
ら
令
和
元
年
５
月
ま
で
の
間

に
、
大
学
法
人
及
び
短
期
大
学
法
人
合
わ
せ

て
24
法
人
に
対
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

検
査
の
結
果
、
会
計
検
査
院
か
ら
「
補
助

金
が
過
大
に
交
付
さ
れ
て
お
り
、
不
当
と
認

め
ら
れ
る
」
と
の
指
摘
を
受
け
た
内
容
が
あ

り
ま
し
た
。

　

主
な
指
摘
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
指
摘
を
受
け
た
こ
と
は
誠

に
残
念
な
結
果
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
誤
り
に
つ
い
て
会
計
検
査
院
か

ら
は
、「
学
校
法
人
が
、
補
助
金
の
制
度
を

十
分
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
算
定
資

料
の
作
成
に
当
た
り
そ
の
内
容
の
確
認
を
十

分
に
行
っ
て
い
な
か
っ
た
」
こ
と
な
ど
に
加

え
、「
事
業
団
に
お
い
て
、
学
校
法
人
に
対

す
る
指
導
及
び
調
査
が
十
分
で
な
か
っ
た
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
学
事
業
団
に
お
い
て
は
、
令
和
元
年
度

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
事
務
担
当
者
説

明
会
に
お
い
て
も
、
平
成
30
年
度
に
引
き
続

き
申
請
ミ
ス
や
改
善
策
等
の
具
体
的
事
例
を

取
り
上
げ
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
促
し

ま
し
た
。
今
後
も
、
制
度
の
理
解
が
深
ま
る

よ
う
同
説
明
会
の
内
容
検
討
や
調
査
票
記
入

要
領
の
見
直
し
な
ど
を
進
め
ま
す
。

　

各
学
校
法
人
に
お
い
て
も
、
各
種
調
査
票

の
作
成
時
及
び
作
成
後
に
は
、
記
入
要
領
等

に
記
載
さ
れ
て
い
る
要
件
を
十
分
に
ご
確
認

い
た
だ
き
、
補
助
金
の
算
定
基
礎
数
に
誤
り

の
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

令
和
元
年
度

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

　
　
　
　
　
　
第
一
次
交
付

　

令
和
元
年
度
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

の
第
一
次
交
付
に
つ
い
て
は
、
６
３
０
法
人

８
４
９
校
に
対
し
、
１
４
７
６
億
４
７
９
万

７
０
０
０
円
を
交
付
す
る
予
定
で
す
（
下
表

参
照
）。

　

交
付
対
象
費
目
は
、専
任
教
員
等
給
与
費
、

専
任
職
員
給
与
費
（
教
員
、
職
員
と
も
退
職

金
財
団
掛
金
補
助
を
含
む
）、
非
常
勤
教
員

給
与
費
、
教
育
研
究
経
常
費
、
厚
生
補
導
費

の
５
費
目
で
、
元
年
５
月
１
日
現
在
の
専
任

教
職
員
数
、
学
生
数
等
を
基
礎
と
し
て
算
定

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
交
付
の
対
象
と
な
ら
な
い
教

職
員
福
利
厚
生
費
、
研
究
旅
費
、
認
証
評
価

経
費
、
改
革
総
合
支
援
事
業
及
び
特
別
補
助

に
つ
い
て
は
、
２
年
３
月
に
交
付
す
る
予
定

で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部　

補
助
金
課

一
般
補
助

☎
０
３（
３
２
３
０
）

�

７
３
０
０
～
７
３
０
２
・
７
３
１
３

特
別
補
助

☎
０
３（
３
２
３
０
）

�

７
３
０
３
～
７
３
０
５
・
７
３
２
５

�

７
３
０
９
～
７
３
１
１
・
７
３
２
６

私
立
大
学
等
改
革
総
合
支
援
事
業

☎
０
３（
３
２
３
０
）

�

７
３
０
６
～
７
３
０
８
・７
３
１
４

Ｅ
メ
ー
ル�hojokin@

shigaku.go.jp

表　令和元年度　第一次交付予定額

区　　分 法人数 学校数 当初予算 交付決定額
（資金交付額）

大　　学
法人 校 千円 千円

533 568 － 139,798,325

短期大学 96 279 － 7,672,968

高等専門
学　　校 1 2 － 133,504

合　　計 630 849 316,615,315 147,604,797

【
一
般
補
助
】

・「
通
信
教
育
課
程
の
学
生
」
に
つ
い

て
、
当
該
年
度
の
５
月
１
日
時
点
で
学

費
を
納
付
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
学
生
を
含
め
て
申
請
し
て

い
た
。

・「
教
育
研
究
補
助
者
」
に
つ
い
て
、

前
期
・
後
期
の
両
学
期
に
業
務
を
行
っ

た
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を

重
複
し
て
申
請
し
て
い
た
。

【
特
別
補
助
】

・「
海
外
か
ら
の
学
生
の
受
入
れ
」
及

び
「
留
学
生
に
対
す
る
授
業
料
減
免
」

に
お
い
て
、
当
該
年
度
の
５
月
１
日
時

点
で
「
留
学
」
の
在
留
資
格
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
学
生
を
含
め
て
申

請
し
て
い
た
。

・「
授
業
料
減
免
事
業
等
支
援
」
に
お

い
て
、
主
た
る
家
計
支
持
者
の
収
入
金

額
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
学
生

を
含
め
て
申
請
し
て
い
た
。

【
改
革
総
合
支
援
事
業
】

・
タ
イ
プ
１
の
設
問「
大
学
ポ
ー
ト
レ
ー

ト
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、「
実
施

し
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
た
が
、
大

学
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
へ
の
掲
載
内
容
の
検

討
・
見
直
し
が
、
要
件
と
さ
れ
る
基
準

時
点
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

・
タ
イ
プ
１
の
設
問
「
学
長
裁
量
経
費
」

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、「
設
け
て
い

る
」
と
回
答
し
て
い
た
が
、
学
長
裁
量

の
別
枠
予
算
で
は
な
く
、
教
育
改
革
に

取
り
組
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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私
立
学
校
は
、建
学
の
精
神
に
基
づ
い
て
、

個
性
豊
か
な
質
の
高
い
教
育
・
研
究
を
提
供

し
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
多
様
な
人
材
を
社
会

に
輩
出
す
る
こ
と
で
、
我
が
国
の
社
会
発
展

に
大
き
く
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
私
立
学
校
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
は
、
少
子
化
の
進
行
等
に
よ
り
、
ま
す
ま

す
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
私
立
学
校
が
、
時
代
の
大
き
な
変

化
に
対
応
し
、
社
会
の
要
請
に
応
え
て
い
く

た
め
に
は
、経
営
の
安
定
化
が
急
務
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
多
元
的
な
財
政
基
盤
の
確
立

が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
立
学
校
が
受
け
入
れ
る
寄
付
金
に
は
、
各

種
の
税
の
控
除
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
寄

付
金
募
集
を
よ
り
効
果
的
に
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
収
入
源
の
多
様
化
の
一
つ
と

し
て
寄
付
金
制
度
の
利
用
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

こ
こ
で
は
、
代
表
的
な
三
つ
の
税
の
優
遇

措
置
に
つ
い
て
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度

　

受
配
者
指
定
寄
付
金
は
、
所
得
税
法
及
び

法
人
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
財
務
大
臣
の
指

定
を
受
け
た
寄
付
金
で
す
。
寄
付
者
が
企
業

等
法
人
の
場
合
に
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体

等
に
寄
付
を
し
た
場
合
と
同
様
に
、
寄
付
額

の
全
額
を
損
金
と
し
て
算
入
で
き
る
制
度
で

す
。
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
に

と
っ
て
、
寄
付
額
の
全
額
を
損
金
と
し
て
算

入
で
き
る
唯
一
の
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
制
度
は
、
寄
付
者
が
学
校
法
人
を
指
定

し
て
私
学
事
業
団
に
寄
付
を
す
る
も
の
で
、

学
校
法
人
は
本
事
業
団
に
寄
付
金
配
付
申
請

書
を
提
出
し
、
本
事
業
団
に
よ
る
寄
付
対
象

事
業
の
概
要
や
事
業
の
支
払
い
状
況
等
の
審

査
を
経
て
、
寄
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
本
制
度
利
用
に
か
か
る
本
事
業
団

へ
の
手
数
料
等
は
一
切
不
要
で
す
。
受
け
入

れ
た
寄
付
金
は
全
額
が
指
定
さ
れ
た
学
校
法

人
に
配
付
さ
れ
ま
す
。

　

制
度
の
利
用
に
は
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
助
成
部
寄
付
金
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

個
人
寄
付
に
つ
い
て
は
、
優
遇
措
置
が
、

特
定
公
益
増
進
法
人
へ
の
寄
付
と
同
じ
内

容
と
な
る
た
め
、
原
則
と
し
て
受
配
者
指

定
寄
付
金
で
は
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ
ん
。

特
定
公
益
増
進
法
人

　

教
育
又
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、

社
会
福
祉
へ
の
貢
献
そ
の
他
公
益
の
増
進
に

著
し
く
寄
与
す
る
法
人
へ
の
寄
付
は
、「
特

定
公
益
増
進
法
人
」
へ
の
寄
付
と
し
て
、
所

得
税
法
及
び
法
人
税
法
の
規
定
に
基
づ
き
税

の
優
遇
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

税
の
優
遇
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、
寄

付
者
は
、
確
定
申
告
の
際
、
学
校
法
人
か
ら

の
領
収
書
及
び
当
該
学
校
法
人
が
「
特
定
公

益
増
進
法
人
」
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
の
写

し
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
学

校
法
人
は
、
寄
付
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
書

類
を
発
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

学
校
法
人
が
「
特
定
公
益
増
進
法
人
」
で

あ
る
こ
と
の
証
明
を
受
け
る
た
め
に
は
、
所

轄
庁
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

学
校
法
人
が
「
特
定
公
益
増
進
法
人
」
で

あ
る
こ
と
の
証
明
を
受
け
る
際
に
は
特
別
な

要
件
を
満
た
す
必
要
は
な
く
、
難
し
い
手
続

き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
所
轄
庁
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

企
業
等
法
人
か
ら
の
寄
付
に
つ
い
て
も
、

一
定
の
割
合
で
税
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
が
、
受
配
者
指
定
寄
付
金
制
度
を
活
用

す
る
こ
と
で
寄
付
額
の
全
額
が
損
金
に
算

入
で
き
ま
す
の
で
、寄
付
者
に
と
っ
て
は
、

よ
り
大
き
な
税
の
優
遇
措
置
を
享
受
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
受
配
者
指
定
寄

付
金
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

個
人
寄
付
の
税
額
控
除

　

個
人
が
、
寄
付
実
績
等
に
か
か
る
一
定
の

要
件
を
満
た
し
た
学
校
法
人
に
寄
付
金
を
支

出
し
た
際
、
寄
付
者
は
「
税
額
控
除
（
個
人

の
所
得
税
額
か
ら
｛
寄
付
金
額
︱
２
０
０
０

円
｝
×
40
％
の
額
を
直
接
控
除
）」
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

寄
付
者
は
、
確
定
申
告
の
際
、
学
校
法
人

か
ら
の
領
収
書
及
び
当
該
学
校
法
人
が
「
税

額
控
除
対
象
法
人
」
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書

の
写
し
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
学
校
法
人
は
寄
付
者
に
対
し
、
こ
れ
ら

の
書
類
を
発
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

学
校
法
人
が
「
税
額
控
除
対
象
法
人
」
で

あ
る
こ
と
の
証
明
を
受
け
る
た
め
に
は
、
次

の
二
つ
の
要
件
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
を
満
た

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

１�　

実
績
判
定
期
間
（
過
去
５
年
度
）
に�

３
０
０
０
円
以
上
の
寄
付
金
を
支
出
し
た

者
（
判
定
基
準
寄
付
者
数
）
が
平
均
し
て

年
に
１
０
０
人
以
上
い
て
、
か
つ
、
寄
付

金
額
が
年
平
均
30
万
円
以
上
あ
る
こ
と

２�　

実
績
判
定
期
間
（
過
去
５
年
度
）
に
お

け
る
経
常
収
入
金
額
に
占
め
る
寄
付
金
収

入
金
額
の
割
合
が
、
５
分
の
１
以
上
で
あ

る
こ
と

※�

当
該
要
件
に
は
緩
和
措
置
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
や
必
要
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
各

所
轄
庁
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
「
税
額
控
除
」
は
、「
所
得
控
除
」
に
比
べ
、

特
に
小
口
の
寄
付
金
支
出
者
へ
の
減
税
効
果

が
高
い
こ
と
が
特
長
で
す
。
こ
れ
ま
で
以
上

に
幅
広
い
寄
付
者
に
減
税
効
果
が
及
ぶ
こ
と

で
、
寄
付
者
が
増
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま

す
。
税
額
控
除
制
度
の
積
極
的
な
活
用
を
ご

検
討
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、私
学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ〔
助

成
業
務
の
ご
案
内
▼
寄
付
金
▼
受
配
者
指
定

寄
付
金
「
寄
付
金
事
務
の
手
引
」〕
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

本
事
業
団
で
は
、
寄
付
金
募
集
に
か
か
る

相
談
や
、
各
種
研
修
会
（
職
員
研
修
を
含
み

ま
す
）
へ
の
講
師
派
遣
を
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
寄
付
金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部�

寄
付
金
課

☎
０
３
（
３
２
３
０
）
７
３
１
６
～
７
３
１
８

Ｅ
メ
ー
ル　

kifukin@
shigaku.go.jp

寄
付
金
募
集
の
際
は

ぜ
ひ
私
学
事
業
団
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
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学
校
法
人
　
弘
前
学
院

対
象
校
　
弘
前
学
院
大
学

所
在
地
　
青
森
県
　
弘
前
市

対
象
事
業
　
校
舎
（
新
1
号
館
）
改
築

応
対
者
　
事
務
長
　
　�

髙
松�
　
彰
氏

　
　
　
　
　
法
人
本
部

　
　
　
　
　�

総
務
課
長
　
佐
々
木�

力
氏

　

弘
前
学
院
は
明
治
19
年
、
青
森
県
初
の
女

子
普
通
教
育
学
校
と
し
て
、
本
多
庸
一
先
生
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
本
多
先
生
は
津
軽

藩
弘
前
出
身
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
青
山
学

院
第
二
代
院
長
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
初
代
監
督

と
し
て
知
ら
れ
、
新
島
襄
、
内
村
鑑
三
、
新

渡
戸
稲
造
な
ど
と
並
ぶ
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
主
義
教
育
の
先
駆
者
で
す
。
創
設
時
は
、

基
金
の
寄
付
者
で
あ
る
ラ
イ
ト
夫
人
の
名
前
に

ち
な
ん
だ
来
徳
女
学
校
と
し
て
歩
み
を
始
め

ま
し
た
。
そ
の
後
、
弘
前
遺
愛
女
学
校
、
弘

前
女
学
校
、
弘
前
聖
愛
高
等
女
学
校
と
改
称

し
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
を
基
に
「
畏
神
愛

人
」
を
建
学
の
精
神
と
し
、
今
日
の
礎
を
築
い

て
き
ま
し
た
。
昭
和
23
年
に
学
制
改
革
に
よ
っ

て
弘
前
聖
愛
高
等
学
校
、
昭
和
25
年
に
は
弘

前
学
院
聖
愛
高
等
学
校
と
称
し
、
同
年
弘
前

聖
愛
短
期
大
学
英
文
科
を
開
設
、
昭
和
46
年

に
短
期
大
学
の
英
文
科
・
国
文
科
を
改
組
し
、

事
業
団
資
金
で
明
日
を
拓
く

事
業
団
融
資
を
ご
利
用
い
た
だ
い
た
学
校
紹
介

新
た
に
開
学
し
た
弘
前
学
院
大
学
の
文
学
部

英
米
文
学
科
・
日
本
文
学
科
と
し
て
ス
タ
ー
ト
、

平
成
11
年
に
社
会
福
祉
学
部
、
平
成
17
年
に

は
看
護
学
部
が
増
設
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

専
門
教
育
の
場
と
し
て
、
平
成
15
年
に
大
学

院
社
会
福
祉
学
研
究
科
、
平
成
17
年
に
同
文

学
研
究
科
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
18
年
に
は
中
高
一
貫
教
育
へ

移
行
、
大
学
に
つ
い
て
は
現
在
、
２
研
究
科

３
学
部
４
学
科
を
擁
し
、
独
自
の
「
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
教
育
」、
開
学
当
初
か
ら
の
特
色
あ
る

国
際
交
流
を
教
育
研
究
の
柱
と
し
つ
つ
、
日
々

邁
進
し
て
い
ま
す
。

―
　
新
1
号
館
の
建
設
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
に
企
画
・
立
案
さ
れ
ま
し
た
か
。

　

旧
1
号
館
は
築
40
年
以
上
の
建
物
で
老
朽

化
が
著
し
く
、
耐
震
の
基
準
を
満
た
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
学
生
が
安
心
し

て
勉
学
に
励
む
こ
と
が
で
き
る
施
設
整
備
が

急
務
で
あ
る
と
考
え
、
理
事
長
、
学
長
を
含

め
た
建
築
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
旧
1
号
館

の
同
一
敷
地
内
で
の
改
築
を
決
定
し
ま
し
た
。

改
築
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
日
々
通
学
す
る

学
生
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
旧
正
門
や
食
堂

を
取
り
壊
し
、
駐
車
場
の
一
部
も
転
用
し
て

敷
地
と
し
た
た
め
、
バ
ス
な
ど
も
校
舎
の
間

近
に
停
留
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
　
新
校
舎
の
コ
ン
セ
プ
ト
、
ま
た
、
工
夫

さ
れ
た
点
は
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

旧
1
号
館
内
に
あ
る
機
器
や
備
品
も
含
め
、

同
じ
機
能
を
そ
の
ま
ま
移
し
使
用
す
る
と
い

う
こ
と
を
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
つ
つ
、

時
代
の
潮
流
に
合
わ
せ
た
新
し
い
取
り
組
み

も
加
え
て
い
ま
す
。

　

敷
地
を
有
効
利
用
す
る
た
め
、
回
廊
型
の

新
校
舎
に
中
庭
を
設
け
、
外
観
に
つ
い
て
は
、

法
人
本
部
棟
や
看
護
学
部
棟
と
同
じ
レ
ン
ガ

調
と
し
、
学
院
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
わ

な
い
よ
う
配
慮
し
ま
し
た
。

　

大
学
の
講
義
室
は
一
般
的
に
長
机
、
長
椅

子
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
本

学
で
は
一
人
用
の
学
習
机
、
椅
子
を
配
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ

討
議
な
ど
の
講
義
を
行
う
場
合
、
机
や
椅
子

を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
配
置
し
直
し
た
り
、
講

義
室
の
隅
に
寄
せ
て
ス
ペ
ー
ス
を
作
り
、
学

生
が
輪
に
な
っ
て
実
習
を
行
う
こ
と
な
ど
に

非
常
に
適
し
て
お
り
、
利
便
性
が
高
い
と
い

弘前学院大学の新１号館

新１号館の中庭

旧１号館の机、椅子をそのまま配した新講義室
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う
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
旧
1
号
館
で
採
用
し

て
い
た
教
育
上
の
配
慮
が
良
好
な
も
の
で
あ

れ
ば
、
何
も
変
え
る
こ
と
な
く
踏
襲
し
、
使

用
し
て
い
た
備
品
を
大
切
に
し
て
次
世
代
に

そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
ま
し
た
。

―
　
周
辺
地
域
や
他
の
学
校
関
係
者
か
ら
の

反
応
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

今
年
６
月
に
、
完
成
し
た
新
1
号
館
の
献

堂
式（
キ
リ
ス
ト
教
行
事
と
し
て
の
竣
工
式
）

と
現
在
解
体
中
の
旧
1
号
館
の
感
謝
会
を
、

弘
前
市
長
、
工
事
関
係
者
、
外
部
の
大
学
、

高
等
学
校
関
係
者
、
一
般
の
方
々
な
ど
に
ご

出
席
を
賜
り
、
礼
拝
堂
に
て
挙
行
す
る
と
と

も
に
、
新
校
舎
の
お
披
露
目
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
学
生
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

地
域
の
方
々
に
も
大
変
良
い
印
象
を
持
っ
て

い
た
だ
い
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

―
　
新
校
舎
に
建
学
の
精
神
や
教
育
理
念
を

ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
か
。

　

新
し
い
試
み
と
し
て
、
学
生
ラ
ウ
ン
ジ

「
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
モ
ン
ズ
」
を
設
置
し
た
と

い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
50
人
ほ
ど
収
容
可
能

な
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
モ
ン
ズ
は
、
講
義
、
自
習
、

休
憩
の
場
な
ど
と
し
て
多
目
的
な
利
用
が
可

能
と
な
っ
て
お
り
、
本
学
の
「
オ
ー
ダ
ー
メ

イ
ド
教
育
」（
学
生
各
々
の
個
性
に
合
わ
せ

た
教
育
）
の
一
助
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

今
後
は
学
会
や
研
究
会
な
ど
教
員
の
研
究
活

動
の
場
な
ど
と
し
て
も
利
用
す
る
予
定
で
す
。

　

こ
の
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
モ
ン
ズ
は
、
国
指
定

重
要
文
化
財
で
あ
る
弘
前
学
院
外
人
宣
教
師

館
の
入
口
近
く
に
隣
接
す
る
よ
う
新
1
号
館

内
に
配
置
し
て
い
ま
す
。
学
生
の
勉
学
や
教

員
の
教
育
研
究
活
動
の
合
間
に
、
東
北
地
方

に
お
け
る
西
洋
文
化
の
歴
史
の
一
端
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

　

本
学
は
初
年
次
教
育
の
一
環
と
し
て
、
毎

週
一
回
、
礼
拝
堂
で
の
礼
拝
の
後
、
大
講
義

室
（
階
段
教
室
）
に
移
動
し
て
「
ヒ
ロ
ガ
ク

教
養
講
話
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
理
事
長
、

学
長
、学
部
長
の
他
地
元
企
業
の
社
長
、医
師
、

芸
術
家
な
ど
外
部
講
師
の
方
々
に
最
先
端
の

課
題
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
、
学
生
が
学
部

の
専
門
教
育
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
種
多
様
な

分
野
に
触
れ
る
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
1
号
館
は
、
旧
1
号
館
の
機
能
を
そ
の

ま
ま
移
す
と
い
う
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
大
講
義
室
（
階
段
教
室
）
の

レ
イ
ア
ウ
ト
に
当
た
っ
て
は
、
大
型
ス
ク
リ
ー

ン
や
講
義
室
の
中
ほ
ど
に
モ
ニ
タ
ー
を
新
た
に

設
置
す
る
な
ど
、
教
育
環
境
を
向
上
さ
せ
て

い
ま
す
。
今
後
、
新
1
号
館
は
、
弘
前
市
と

の
連
携
予
定
事
業
と
し
て
、「
学
校
施
設
の
防

災
拠
点
」
と
な
る
予
定
で
す
。
地
域
貢
献
の

一
環
と
し
て
、施
設
開
放
も
進
め
て
い
き
ま
す
。

―
　
事
業
団
融
資
を
利
用
さ
れ
た
理
由
は
何

で
し
ょ
う
か
。

　

貸
付
期
間
20
年
の
長
期
固
定
金
利
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
国
の
利
子
助
成
制
度
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
す
。

　

取
材
後
記

　

旧
1
号
館
で
使
用
し
て
い
た
机
、
椅
子
を

新
し
い
講
義
室
内
で
拝
見
し
た
時
、「
物
を
大

切
に
す
る
」
精
神
が
直
接
心
に
響
き
、
今
の

時
代
に
照
ら
し
大
変
感
慨
深
い
思
い
で
し
た
。

　

ご
多
用
の
と
こ
ろ
新
1
号
館
へ
の
思
い
を

お
話
し
い
た
だ
い
た
事
務
長
、
総
務
課
長
並

び
に
関
係
者
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
取
材　

企
画
室
）

新１号館と国指定重要文化財弘前学院外人宣教師館（写真左）

大型スクリーンやモニターを設置した大講義室

新１号館に新たに設けられた「ラーニングコモンズ」

献堂式が執り行われた礼拝堂（平成12年竣工）
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大
商
学
園
高
等
学
校
は
、
１
８
８
７
年
に

「
人
格
教
育
を
主
眼
と
し
、
有
能
で
品
格
あ

る
人
物
を
育
成
す
る
」
を
教
育
理
念
と
し
、�

「
私
立
大
阪
商
業
学
校
」
と
し
て
創
立
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
１
９
５
８
年
に
普
通
科

を
設
置
、
１
９
９
０
年
に
校
名
を
「
大
商
学

園
高
等
学
校
」
と
改
称
、
特
進
コ
ー
ス
を
設

置
し
ま
し
た
。
ま
た
、
男
子
校
か
ら
順
次
男

女
共
学
化
を
進
め
、
２
０
０
９
年
に
は
全

コ
ー
ス
が
男
女
共
学
と
な
り
、
２
０
１
７
年

に
創
立
１
３
０
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の

創
立
１
３
０
周
年
に
向
け
て
、
学
園
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
う
の
か
、
何
に
着
手

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
の
検
討
を
始
め

ま
し
た
。
２
０
１
０
年
に
、
学
校
全
体
で
い

く
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
結
成
し
、

職
員
会
議
で
議
論
を
行
い
、
各
コ
ー
ス
の
改

革
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
開

始
し
ま
し
た
。

教
育
の
特
色

　

本
校
は
２
学
科
４
コ
ー
ス
か
ら
な
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
教
育
課
程
を
持
ち
、
新
世
紀
を
拓

く
人
材
の
育
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。

《
普
通
科
特
進
コ
ー
ス
Ⅰ
類
》

　

難
関
国
公
立
大
学
・
難
関
私
立
大
学
現
役

合
格
を
目
指
す
コ
ー
ス
で
す
。
高
度
な
学
習

は
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
効
率
的
に
学
べ
る
電
子

黒
板
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
し

た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
も
充
実
さ
せ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
毎
日
の
授
業
に
加
え
、
始
業
前
に
は
朝

テ
ス
ト
、放
課
後
に
は
進
学
講
習
を
実
施
し
、

夏
休
み
や
冬
休
み
な
ど
の
長
期
休
業
中
に
は

進
学
講
習
や
勉
強
合
宿
を
行
い
、
生
徒
一
人

ひ
と
り
の
基
礎
学
力
か
ら
応
用
力
ま
で
を
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
。

《
普
通
科
特
進
コ
ー
ス
Ⅱ
類
》

　

Ⅰ
類
と
同
じ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
、
国
公
立

大
学
や
難
関
私
立
大
学
現
役
合
格
を
目
指
す

コ
ー
ス
で
す
。
始
業
前
の
朝
テ
ス
ト
や
長
期

休
業
中
の
進
学
講
習
や
勉
強
合
宿
は
Ⅰ
類
と

同
様
に
参
加
し
、
基
礎
固
め
か
ら
実
践
・
応

用
ま
で
を
き
め
細
か
く
学
び
ま
す
。
Ⅰ
類
と

大
き
く
違
う
点
は
「
部
活
動
と
の
両
立
が
可

能
な
こ
と
」
で
す
。
部
活
動
を
す
る
生
徒
の

た
め
の
午
後
７
時
か
ら
の
特
別
講
習
や
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
型
パ
ソ
コ
ン
で
で
き
る
オ
ン
ラ
イ

ン
学
習
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

《
普
通
科
情
報
コ
ー
ス
》

　

情
報
コ
ー
ス
で
は
、
複
雑
な
情
報
社
会
の

即
戦
力
と
し
て
活
躍
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
や
情
報
技
術
を
育
成
し
、
そ
れ

ら
を
証
明
す
る
た
め
の
国
家
資
格
の
取
得
を

目
標
と
し
て
い
ま
す
。
表
計
算
や
文
書
作
成

な
ど
の
既
成
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
使
い

方
を
学
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
考
え
設
計
す
る
授
業
も
実
施
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

を
活
用
し
て
展
開
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
授
業

を
通
し
て
「
自
分
で
考
え
、
生
み
出
す
力
」

を
育
成
し
て
い
ま
す
。

《
普
通
科
進
学
コ
ー
ス
》

　

進
学
コ
ー
ス
は
、
基
礎
学
力
の
習
得
・
苦

手
克
服
を
重
視
し
た
授
業
と
、
充
実
し
た
放

課
後
の
進
学
講
習
が
特
徴
で
、
四
年
制
大
学

進
学
に
対
応
で
き
る
実
力
を
身
に
付
け
ま
す
。

二
年
生
か
ら
は
、
自
由
選
択
科
目
を
導
入
し
、

生
徒
の
興
味
・
関
心
か
ら
生
ま
れ
る
多
彩
な

進
路
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
勉
強
と
部
活
動

を
無
理
な
く
両
立
で
き
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な

の
で
、
部
活
動
や
課
外
活
動
な
ど
、
何
事
に

も
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
可
能
で
す
。

《
商
業
科
》

　

商
業
科
で
は
「
検
定
取
得
」
と
「
英
会
話
」

に
特
化
し
た
専
門
性
の
高
い
独
自
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
組
み
、
進
学
や
就
職
に
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
と
な
る
資
格
取
得
と
、
難
関
大
学

進
学
を
目
指
し
ま
す
。
英
語
や
中
国
語
な
ど

の
外
国
語
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
が

指
導
を
行
い
、
実
用
的
な
語
学
力
を
定
着
さ

せ
、
ま
た
簿
記
を
は
じ
め
実
学
に
も
力
を
入

れ
て
い
る
学
科
で
す
。
進
学
に
も
就
職
に
も

力
を
発
揮
で
き
る
、
大
阪
府
の
私
立
高
校
で

唯
一
の
商
業
科
で
す
。

《
授
業
力
の
向
上
》

　

生
徒
の
学
力
の
向
上
の
た
め
に
は
、
学
校

と
し
て
の
授
業
力
の
向
上
が
大
変
重
要
と
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
長
期
休
業
中
を
利

用
し
て
大
手
予
備
校
が
実
施
し
て
い
る
、
高

校
の
先
生
を
対
象
に
し
た
授
業
研
修
に
多
く

の
先
生
方
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
先
生
方
の
授
業
改
善
の
参
考
資
料
と

す
べ
く
生
徒
か
ら
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
り
、

毎
年
11
月
に
は
、
先
生
方
同
士
で
の
授
業
公

開
や
教
科
ご
と
の
研
究
授
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

《
家
庭
学
習
の
定
着
化
》

　

生
徒
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
家
庭
で
予

習
・
復
習
を
行
っ
て
い
る
生
徒
の
割
合
は
大

変
少
な
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
家

庭
で
ど
れ
だ
け
の
時
間
を
か
け
て
学
習
し
て

い
る
の
か
、
こ
れ
が
学
力
の
向
上
に
繋
が
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
毎
週
土
曜
日

に
国
語
・
数
学
・
英
語
の
課
題
を
与
え
、
月

曜
日
に
提
出
さ
せ
て
家
庭
で
学
習
す
る
時
間

を
増
や
し
、
家
庭
で
の
学
習
習
慣
を
身
に
付

け
さ
せ
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

《
学
び
直
し
の
取
り
組
み
》

　

本
校
に
は
、
中
学
校
時
代
の
基
礎
学
力
が

十
分
身
に
付
い
て
い
な
い
ま
ま
入
学
し
て
く

る
生
徒
が
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
、
高
校
一
年
生
の
時
、
放
課
後
の
15
分
間

を
利
用
し
て
、
中
学
校
時
代
の
基
礎
を
学
び

直
す
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

《
ド
リ
ー
ム
＆
サ
ポ
ー
ト
の
取
り
組
み
》

　

週
に
１
時
間
の「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」

を
『
ド
リ
ー
ム
＆
サ
ポ
ー
ト
』
と
名
付
け
、

生
徒
の
学
ぶ
意
欲
を
育
て
、
生
徒
の
進
路
意

識
を
向
上
さ
せ
る
時
間
と
し
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。「
自
分
は
ど
ん
な
生
き
方
を
し
た

　
魅
力
あ
ふ
れ
る
学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

連 載 　56 
創
立
百
三
十
周
年
、
そ
し
て
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
て

　
学
校
法
人
　
大
商
学
園
　
大
商
学
園
高
等
学
校
　
理
事
・
校
長
　
奥
野 

正
巳
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い
の
か
」「
何
の
た
め
に
大
学
に
行
く
の
か
」

等
、『
ド
リ
ー
ム
＆
サ
ポ
ー
ト
』
の
時
間
を

通
し
て
、
生
き
て
い
く
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

向
上
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
新
入
生
の
宿
泊
研
修
や
夏
休
み

の
勉
強
合
宿
の
復
活
、
体
育
祭
や
文
化
祭
の

改
革
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

本
校
の
地
道
な
学
校
改
革
の
結
果
、
４
年
制

大
学
の
合
格
実
績
が
大
き
く
伸
び
、
２
０
１
９

年
度
入
試
で
は
、
初
め
て
難
関
国
公
立
大
学
、

医
科
大
学
に
合
格
し
ま
し
た
。
今
回
の
国
公

立
大
学
や
難
関
私
立
大
学
等
の
合
格
者
数
は

延
べ
で
過
去
最
高
の
98
名
と
な
り
ま
し
た
。

次
の
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
て

　

現
在
、
本
校
で
は
、
創
立
１
３
０
周
年
の

次
の
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
て
、
さ
ら
な
る
改
革

を
進
め
て
い
ま
す
。

《
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
》

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
最
大
限
に
活
用
し
た
学
習
方
法

を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
特
進
・
情
報
コ
ー

ス
で
は
、
電
子
黒
板
や
一
人
一
台
導
入
し
て

い
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
科
目
に
お
い
て
生
徒
が
よ
り
楽

し
く
、
自
発
的
に
取
り
組
め
る
授
業
が
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ス
タ
デ
ィ
サ
プ
リ

を
導
入
し
、
家
庭
で
の
自
学
自
習
も
し
っ
か

り
と
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

《
国
際
教
育
》

　

海
外
修
学
旅
行
や
カ
ナ
ダ
な
ど
の
海
外
で

の
英
語
研
修
、
ま
た
学
内
で
の
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
ル
ー
ム
や
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
英
会
話
、

学
外
で
の
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
キ
ャ
ン
プ
な
ど

の
取
り
組
み
も
充
実
さ
せ
て
い
ま
す
。
兄
弟

校
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
マ
ゼ
ノ
ド
高

校
と
の
交
流
も
毎
年
盛
ん
に
行
わ
れ
、
中
国

や
韓
国
・
台
湾
の
高
校
生
と
の
交
流
も
行
っ

て
い
ま
す
。
今
年
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
で
の
中
期
・
長
期
の
留
学
も
実
施
し
ま
す
。

留
学
先
で
は
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
、
語
学
研
修
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、

充
実
し
た
交
流
の
中
で
世
界
各
国
の
人
々

と
学
び
あ
い
、「
語
学
力
」
だ
け
で
は
な
く
、

「
実
践
的
な
国
際
感
覚
」
を
身
に
付
け
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
か
ら
「
ヤ
ン
グ
ア
メ
リ
カ
ン

ズ
」
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
し
た
。
３
日
間
、

海
外
出
身
の
20
歳
前
後
の
キ
ャ
ス
ト
と
歌
や

ダ
ン
ス
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、
外

国
の
方
と
交
流
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
表

現
す
る
こ
と
の
楽
し
み
を
感
じ
る
中
で
、
自

分
に
秘
め
た
可
能
性
を
発
掘
し
て
い
き
ま
す
。

英
語
学
習
へ
の
意
欲
向
上
に
も
繋
が
り
ま
す
。

期
間
中
、
キ
ャ
ス
ト
は
生
徒
の
家
庭
に
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
す
る
の
で
、
異
国
文
化
や
習
慣
な

ど
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

《
新
館
校
舎
の
完
成
で
さ
ら
な
る
発
展
を
》

　

新
館
校
舎
に
は
、
小
ス
タ
ジ
オ
３
室
を
備

え
た
音
楽
室
が
あ
り
、
吹
奏
楽
部
の
パ
ー
ト

練
習
に
も
活
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
壁
一
面

が
鏡
の
ダ
ン
ス
室
が
で
き
、
ダ
ン
ス
部
が
踊

り
な
が
ら
全
体
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
新
体
育
館
で
は
、
女
子
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
部
が
思
う
存
分
練
習
で
き
ま
す
。
最
新

の
情
報
機
器
が
完
備
さ
れ
た
新
た
な
情
報
教

室
も
で
き
、
少
人
数
の
授
業
が
展
開
で
き
る

教
室
も
多
く
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

終
わ
り
に

　

現
在
、『
ド
リ
ー
ム
＆
サ
ポ
ー
ト
』
の
時

間
は
、
学
習
教
材
を
活
用
し
た
「
探
求
学
習
」

に
変
え
て
生
徒
の
探
求
力
・
課
題
解
決
力
を

身
に
付
け
る
学
習
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略
室
」
や
「
新
し
い
学

び
作
り
委
員
会
」
を
設
置
し
て
、
新
た
な
取

り
組
み
の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

大
商
学
園
は
、
今
後
と
も
、
創
立
の
原
点

で
あ
る
「
人
格
教
育
を
主
眼
と
し
、
有
能
で

品
格
あ
る
人
物
を
育
成
す
る
」、
こ
の
教
育

理
念
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
発
展
・
進
化
し

て
い
き
ま
す
。

◇
◇
◇
著
者
紹
介
◇
◇
◇

奥
野�

正
巳
（
お
く
の
　
ま
さ
み
）

大
阪
府
立
高
等
学
校
校
長
を
経
て
、

２
０
１
０
年
か
ら
大
商
学
園
高
等
学
校

副
校
長
、
２
０
１
１
年
か
ら
現
職
。

オーストラリアのマゼノド高校との交流

体育祭の様子

ヤングアメリカンズ
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寄
付
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

　

本
学
で
は
、
寄
付
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
を
活
用
し
た
外
部
研
究
資
金
の
調

達
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
調
達
し

た
資
金
は
寄
付
金
収
入
と
し
て
会
計
処
理
し

て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。ま
た
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
運
営
会
社
へ
支
払
う
手
数
料

は
「
教
育
研
究
経
費
（
支
出
）」
又
は
「
管

理
経
費
（
支
出
）」
の
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ1Ａ1 

寄
付
型
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

は
、
支
援
者
へ
対
価
性
の
あ
る
リ
タ
ー
ン
を

想
定
し
て
い
な
い
た
め
、
寄
付
金
収
入
と
な

り
ま
す
。
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
一

般
的
に
起
案
者
が
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
行

い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、寄
付
金（
調
達
資
金
）

の
使
途
が
明
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
資
金
収

支
計
算
書
上
及
び
事
業
活
動
集
計
計
算
書
で

は
「（
大
科
目
）
寄
付
金
（
収
入
）」
の
「（
小

科
目
）特
別
寄
付
金（
収
入
）」と
な
り
ま
す
。

　
　

起
案
者
が
施
設
設
備
拡
充
等
を
目
的
と
し

て
資
金
調
達
し
た
場
合
は
、
寄
付
者
の
意
思

は
施
設
設
備
拡
充
等
が
目
的
で
あ
る
と
解
す

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
活
動
区
分
資
金
収
支

計
算
書
で
は
、
施
設
整
備
等
活
動
に
よ
る
資

金
収
支
の
「
施
設
設
備
寄
付
金
収
入
」
と
な

経　
営　
実　
務　
Ｑ
＆
Ａ

学
校
法
人
か
ら
、
私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
会
計
処
理
に

関
す
る
質
問
を
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い

り
ま
す
。

　
　

事
業
活
動
収
支
計
算
書
で
も
同
様
に
、
起

案
者
の
資
金
調
達
の
目
的
に
応
じ
て
、「（
大

科
目
）そ
の
他
の
特
別
収
入
」の「（
小
科
目
）

施
設
設
備
寄
付
金
収
入
」
と
な
り
ま
す
。

　
　

な
お
、
計
算
書
上
に
記
載
す
る
金
額
は
総

額
を
も
っ
て
表
示
す
る
た
め
、
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
企
業
等
へ
の
手
数
料
が
発

生
し
た
場
合
は
、
手
数
料
控
除
前
の
金
額
を

寄
付
金
収
入
と
し
て
計
上
し
、手
数
料
を「
管

理
経
費（
支
出
）」と
し
て
会
計
処
理
し
ま
す
。

計
算
書
類
の
年
度
表
示

　

計
算
書
類
の
年
度
表
示
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。
本
法
人
は
和
暦
で
表
示
し
て
い

ま
す
が
、「
平
成
31
年
度
」と「
令
和
元
年
度
」

の
ど
ち
ら
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
西
暦
表
示
に
し
た
方
が
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。

Ｑ2Ａ2 

「
平
成
31
年
度
」
と
「
令
和
元
年
度
」
の

ど
ち
ら
の
表
示
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、

和
暦
・
西
暦
の
ど
ち
ら
が
よ
い
と
の
定
め
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
所
轄
庁
か
ら
の
指
示

が
あ
る
場
合
は
、そ
れ
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
４
６
～
７
８
４
８

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

補
助
金
収
入
と
寄
付
金
収
入

　

公
益
財
団
法
人
か
ら
５
０
０
万
円
の
助
成

金
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
助
成
金
の
原
資
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
公
益
財
団

が
民
間
か
ら
集
め
た
寄
付
金
と
の
こ
と
で
し

た
。
こ
れ
は
補
助
金
収
入
と
し
て
会
計
処
理

し
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ3Ａ3 

補
助
金
収
入
は
国
、
地
方
公
共
団
体
の
直

接
助
成
金
、
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共

済
事
業
団
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
団
体
か
ら
の

助
成
金
（
国
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
間
接

助
成
金
）
に
限
ら
れ
ま
す
。
会
計
処
理
に
当

た
っ
て
は
原
資
を
確
認
し
、
補
助
金
収
入
と

し
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
寄
付
金
収
入
と

し
て
処
理
し
ま
す
（
日
本
公
認
会
計
士
協
会

学
校
法
人
委
員
会
研
究
報
告
第
31
号
「
寄
付

金
収
入
・
補
助
金
収
入
に
関
す
る
留
意
事
項
」

参
照
）。

　
　

本
件
は
、
原
資
が
国
、
地
方
公
共
団
体
か

ら
の
直
接
助
成
金
・
間
接
助
成
金
で
は
な
い

た
め
、
寄
付
金
収
入
と
し
て
処
理
し
ま
す
。

有
価
証
券

　

債
券
を
有
価
証
券
勘
定
で
保
有
し
て
い
ま

す
。
償
却
原
価
法
を
用
い
る
と
購
入
時
と
償

還
時
に
金
額
の
差
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ4Ａ4 

償
却
原
価
法
と
は
、
債
券
を
債
券
額
面
金

額
よ
り
高
い
又
は
低
い
価
額
で
購
入
し
た
場

合
に
、
当
該
差
額
を
満
期
償
還
に
至
る
ま
で

毎
期
一
定
の
方
法
で
、
有
価
証
券
の
貸
借
対

照
表
価
額
に
加
減
す
る
方
法
で
す
。
満
期
償

還
時
に
、帳
簿
価
額
＝
償
還
額
と
な
り
ま
す
。

購
入
時
と
償
還
時
の
金
額
差
は
、
一
般
に
金

利
調
整
差
額
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

建
設
仮
勘
定

　

昨
年
度
か
ら
２
年
間
の
工
事
期
間
で
体
育

館
の
建
設
を
し
て
お
り
、
今
年
度
に
竣
工
し

ま
し
た
。
昨
年
度
は
着
手
金
や
中
間
金
を
「
建

設
仮
勘
定
（
支
出
）」
と
し
て
会
計
処
理
を
行

い
ま
し
た
。
最
終
支
払
に
お
い
て
整
理
精
算

す
る
際
、「
建
設
仮
勘
定
（
支
出
）」
の
一
部

に
修
繕
費
に
該
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
会

計
処
理
し
た
ら
よ
い
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ5Ａ5 

長
期
の
工
事
の
場
合
、
建
設
費
の
内
訳
を

一
つ
一
つ
区
分
す
る
こ
と
は
煩
雑
な
た
め
、

建
物
及
び
構
築
物
等
が
完
成
す
る
ま
で
の
支

出
を
「
建
設
仮
勘
定
（
支
出
）」
と
し
て
処

理
し
、
工
事
完
成
年
度
の
最
終
支
払
時
に
精

算
し
ま
す
。

　
　

建
設
仮
勘
定
の
う
ち
建
物
建
設
に
か
か
る

部
分
は
建
物
、
修
繕
費
は
経
費
と
し
て
処
理

し
ま
す
。
な
お
、
経
費
が
含
ま
れ
て
い
て
も

「
過
年
度
修
正
」
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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共
済
業
務

令和元年 1 2 月 1 日　第 2 6 4 号

　
資
格
関
係�
　
　
　 

　
　
　

業
務
部
　
資
格
課

　
　
　
　
掛
金
課

資
格
喪
失
報
告
書
の
提
出

◦
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合
は
「
資
格
喪
失

報
告
書
DL
」
を
退
職
日
か
ら
10
日
以
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
退
職
日
の
翌
日
（
資
格
喪
失
日
）
か
ら
加

入
者
証
や
加
入
者
被
扶
養
者
証
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。「
資
格
喪
失
報
告
書
DL
」
に
加

入
者
証
や
加
入
者
被
扶
養
者
証
を
添
付
し

て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
等
で
添
付

で
き
な
い
場
合
は
「
加
入
者
証
等
返
納
不

能
届
DL
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
高
齢
受
給
者
証
や
限
度
額
適
用
認
定
証
等

が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
併
せ
て
返
納

し
て
く
だ
さ
い
。

●
年
金
等
給
付
加
入
者
記
録
票
の
交
付

　

70
歳
未
満
の
加
入
者
に
は
、
資
格
喪
失
の

確
認
通
知
書
と
と
も
に
「
年
金
等
給
付
加
入

者
記
録
票
」
を
学
校
法
人
等
宛
て
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
退
職
し
た
加
入
者
に
必
ず
渡
し

て
く
だ
さ
い
。

　
「
年
金
等
給
付
加
入
者
記
録
票
」
に
は
、 

将
来
年
金
を
請
求
す
る
と
き
に
必
要
な
加
入

者
番
号
や
加
入
期
間
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
年
金
等
給
付
の
加
入
者
期
間
は
資
格
喪
失 

日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。

月
末
に
退
職
し
た
場
合
は
退
職
月
ま
で
、

月
途
中
で
退
職
し
た
場
合
は
退
職
月
の 

前
月
ま
で
が
加
入
者
期
間
に
な
り
ま
す
。

●
75
歳
以
上
の
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合

　

75
歳
以
上
の
加
入
者
が
退
職
し
た
場
合
も

「
資
格
喪
失
報
告
書
DL
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い 

る
特
定
教
職
員
等
は
、
年
金
等
給
付
・
短
期

給
付
と
も
に
私
学
共
済
制
度
の
適
用
か
ら
外

れ
、
掛
金
等
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、

資
格
喪
失
の
報
告
漏
れ
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

任
意
継
続
加
入
の
申
し
出

●
加
入
の
要
件

　

退
職
の
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
と
１
日
以

上
加
入
者
で
あ
っ
た
人

　

た
だ
し
、過
去
の
任
意
継
続
加
入
者
で
あ
っ

た
期
間
は
通
算
で
き
ま
せ
ん
。

●
利
用
で
き
る
給
付
等

◦
短
期
給
付

　

た
だ
し
、
資
格
喪
失
後
の
給
付
と
し
て
傷

病
手
当
金
・
出
産
手
当
金
の
要
件
に
該
当
し

て
い
る
場
合
（
10
頁
を
参
照
）
を
除
き
、
休

業
給
付
は
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

◦
福
祉
事
業

　

た
だ
し
、
貸
付
け
と
積
立
貯
金
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。

※
年
金
等
給
付
は
継
続
加
入
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
60
歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年
金
へ
の

加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
任
意
継
続
加
入
者
に
な
れ
る
期
間

　

最
長
で
２
年
間
で
す
。　

　

た
だ
し
、
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
た
め
２
年

の
満
了
前
で
も
自
動
的
に
資
格
喪
失
し
ま
す
。

●
任
意
継
続
の
掛
金
額

　

退
職
時
の
標
準
報
酬
月
額
又
は
任
意
継
続

加
入
者
に
か
か
る
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
額

（
令
和
２
年
度
は
38
万
円
）
の
う
ち
い
ず
れ
か

少
な
い
額
を
基
準
に
算
出
さ
れ
ま
す
。

●
任
意
継
続
加
入
の
手
続
き

◦
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報

告
書
DL
」
を
退
職
日
か
ら
20
日
以
内
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
後
日
、
加
入
者
の
届
け
出
住
所
宛
て
に
「
任

意
継
続
加
入
者
証
（
任
意
継
続
加
入
者
被

扶
養
者
証
）」
と
「
任
意
継
続
掛
金
納
付

通
知
書
」、「
任
意
継
続
加
入
者
の
し
お
り
」、

「
口
座
振
替
依
頼
書
（
希
望
者
の
み
）」
等

を
送
付
し
ま
す
。

●
任
意
継
続
掛
金
の
納
付

◦
納
付
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
ら
直
ち
に
掛

金
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま
で 

に
納
付
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
と
、

任
意
継
続
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
又
は
資

格
取
得
が
取
り
消
し
に
な
り
ま
す
。

◦
口
座
振
替
を
選
択
し
た
場
合
、「
口
座
振 

替
依
頼
書
（
３
枚
組
）」
に
必
要
事
項
を 

記
入
し
、金
融
機
関
の
確
認
印
（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
は
確
認
印
が
不
要
で
す
）
を
受
け
て

本
事
業
団
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
口
座
振
替
が
開
始
と
な
る
月
は
、
手
続
き 

完
了
後
に
送
付
す
る
「
任
意
継
続
掛
金
口 

座
振
替
開
始
に
つ
い
て
（
連
絡
）」
に
記 

載
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
あ
ら 

か
じ
め
送
付
し
た
納
付
通
知
書
に
よ
り
納 

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報

告
書
DL
」
に
あ
る
「
給
付
金
の
受
取
口
座
」

欄
は
、
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
だ
け
で

な
く
、
す
べ
て
の
人
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
短
期
給
付
関
係
　
業
務
部
　
短
期
給
付
課

　

退
職
後
も
、
次
の
資
格
喪
失
後
の
給
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
他
の
健
康
保
険
制
度
（
国
民
健

康
保
険
を
除
き
ま
す
）
に
本
人
と
し
て
加
入

し
た
場
合
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
資
格
喪
失
後
の
給
付
に
付
加
給
付

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
短
期
給
付
の
請
求
の
時
効
は
２
年
で
す
。

資
格
喪
失
後
の
出
産
費

●
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
資
格
喪
失
後
６
か
月
以
内

に
出
産
し
た
場
合
に
10
頁
の
①
又
は
②
の
と

お
り
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

加
入
者
が
退
職
す
る
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。
貯
金
事
業
に
は
早
め
に
手

続
き
が
必
要
と
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 　　本文にあるDLマークのある用紙は、私学共済ホームページ〔様式用紙等のダウンロード〕からダウンロードできます。

退
職
時
の
手
続
き

　
　
―
資
格
・
短
期
給
付
・
年
金
等
給
付
・
貯
金
事
業
・
貸
付
事
業
―
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共
済
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務

令 和 元 年 1 2 月 1 日　第 2 6 4 号

①
資
格
喪
失
後
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

た
場
合
は
、
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失

後
の
出
産
費
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

②
資
格
喪
失
後
、
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場
合

は
、
家
族
出
産
費
（
又
は
家
族
出
産
育

児
一
時
金
）
を
受
け
る
か
、
私
学
共
済
制

度
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
を
受
け
る
か
、

ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
（
両

方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）。

●
請
求
手
続
き

　

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
「
直
接
支
払
制
度
」
を
利
用
す
る
場
合
は
、

「
私
学
事
業
団
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費 

を
受
け
る
権
利
が
あ
る
旨
」
の
証
明
書
を

医
療
機
関
等
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
た 

め
、「
資
格
喪
失
後
出
産
費
の
受
給
資
格
証 

明
書
発
行
依
頼
書
DL
」
で
証
明
書
の 

発
行
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
「
受
取
代
理
制
度
」
を
利
用
す
る
場
合
は
、

出
産
予
定
日
の
２
か
月
前
以
降
に
「
出
産

費
等
申
請
書
（
受
取
代
理
用
）
DL
」
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費

を
受
け
、
引
き
続
き
養
育
す
る
場
合
は
、

出
産
祝
品
が
贈
呈
さ
れ
ま
す
（
請
求
手
続

き
は
不
要
で
す
）。

資
格
喪
失
後
の
出
産
手
当
金

●
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当
す

る
場
合
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
退
職
時
に
出
産
手
当
金
を
受
け
て
い
た
場
合

②
在
職
中
に
出
産
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
給
付
額
以
上
の
報
酬

が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
出
産
手
当
金
を

受
け
て
い
な
か
っ
た
場
合

　

た
だ
し
、
在
職
中
に
休
業
（
欠
勤
）
せ
ず

勤
務
し
て
い
た
場
合
は
、
資
格
喪
失
後
の
出

産
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
支
給
期
間

　

出
産
日
以
前
42
日
か
ら
出
産
日
後
56
日
ま

で
の
間
継
続
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
請
求
手
続
き

　

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
必
ず
学
校

法
人
等
を
通
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金

●
支
給
の
要
件

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当
す

る
場
合
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
お
り
、

退
職
後
も
労
働
能
力
が
な
く
療
養
し
て
い

る
状
態
が
継
続
し
て
い
る
場
合

②
在
職
中
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
、傷
病
手
当
金
の
基
本 

額
以
上
の
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め

傷
病
手
当
金
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
場
合

●
支
給
期
間

◦
支
給
を
開
始
し
た
日
か
ら
１
年
６
か
月
を

限
度
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

◦
退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
い
た
場

合
は
、
支
給
期
間
の
残
期
間
に
つ
い
て
継

続
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
請
求
手
続
き

◦
加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
支
給
の
要
件
②
の
場
合
、
初
回
は
必
ず
学

校
法
人
等
を
通
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

●
支
給
対
象
外

◦
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
け
る
た
め
に

求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
場
合
は
、
傷
病

手
当
金
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

◦
障
害
給
付
（
年
金
又
は
一
時
金
）
及
び
老

齢
・
退
職
の
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
に

は
、
傷
病
手
当
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
支
給
さ
れ
る
年
金
の

日
額
が
傷
病
手
当
金
の
日
額
を
下
回
る
場

合
は
、
そ
の
差
額
が
傷
病
手
当
金
と
し
て

支
給
さ
れ
ま
す
。

資
格
喪
失
後
の
埋
葬
料

●
支
給
の
要
件

　

加
入
者
が
退
職
後
３
か
月
以
内
に
死
亡
し

た
場
合

●
請
求
手
続
き

　

加
入
者
期
間
中
と
同
じ
で
す
。
た
だ
し
、

学
校
法
人
等
を
通
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
金
等
給
付
関
係
　
年
金
部 

年
金
第
一
課

老
齢
・
退
職
の
年
金
の
決
定
を

受
け
て
い
な
い
人
が
退
職
し
た
場
合

　

老
齢
・
退
職
の
年
金
（
新
３
階
年
金
を
除

き
ま
す
）
を
受
給
す
る
に
は
、
必
要
な
受
給

資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
す

が
、
年
齢
に
応
じ
て
、
次
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

※
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
受
給
資
格

期
間
は
、
平
成
29
年
８
月
に
原
則
25
年
か

ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

　

老
齢
厚
生
年
金
（
退
職
共
済
年
金
）
の
支

給
開
始
年
齢
は
表
の
と
お
り
で
す
。

表　支給開始年齢
生年月日 年齢

昭和28年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日
� ～30年4月1日 61歳

昭和30年4月2日
� ～32年4月1日 62歳

昭和32年4月2日
� ～34年4月1日 63歳

昭和34年4月2日
� ～36年4月1日 64歳

昭和36年4月2日以後 65歳

●
65
歳
未
満
の
老
齢
・
退
職
の
年
金

　

被
用
者
年
金
制
度
一
元
化
前
（
平
成
27
年

9
月
以
前
）
は
、
私
学
共
済
の
加
入
者
期
間

が
１
年
以
上
あ
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
が
、
一

元
化
後
は
私
学
共
済
と
厚
生
年
金
保
険
、
公

務
員
共
済
組
合
の
加
入
期
間
の
合
計
が
１
年

以
上
あ
れ
ば
、
受
給
権
が
発
生
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

●
65
歳
か
ら
の
老
齢
・
退
職
の
年
金

　

私
学
共
済
の
加
入
者
期
間
が
１
か
月
以
上

で
受
給
権
が
発
生
し
ま
す
（
一
元
化
前
は
在

職
中
の
人
は
私
学
共
済
の
加
入
者
期
間
が
１

年
以
上
あ
る
こ
と
が
要
件
で
し
た
）。

◦
老
齢
・
退
職
の
年
金
の
請
求
手
続
き

　

在
職
中
に
支
給
開
始
年
齢
に
到
達
又
は
支

給
開
始
年
齢
到
達
後
に
加
入
者
期
間
が
１
年

以
上
に
な
っ
た
人
に
は
、
学
校
法
人
等
宛
て

に
請
求
手
続
き
の
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

未
請
求
の
場
合
は
、
速
や
か
に
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

※
年
金
請
求
の
時
効
は
５
年
で
す
。
５
年
を

過
ぎ
る
と
給
付
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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◦
昭
和
30
年
２
月
２
日
以
後
生
ま
れ
の
人
で
、

支
給
開
始
年
齢
到
達
に
よ
り
年
金
の
受
給

権
が
発
生
す
る
場
合
は
、
支
給
開
始
年
齢

が
同
時
期
の
実
施
機
関
の
中
で
最
後
に
加

入
し
た
実
施
機
関
か
ら
、
受
給
権
発
生
の

３
か
月
前
に
請
求
手
続
き
に
関
す
る
案
内

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

◦
海
外
に
居
住
し
て
い
る
人
に
は
、
請
求
案

内
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
請
求
時
期
に
な

り
ま
し
た
ら
、
本
人
か
ら
本
事
業
団
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
退
職
年
金
（
新
３
階
年
金
）

　

退
職
年
金
は
、
平
成
27
年
10
月
以
降
の
加

入
者
期
間
を
有
し
て
い
る
人
が
対
象
と
な
り
、

次
の
受
給
要
件
①
～
③
の
す
べ
て
に
該
当
し

た
と
き
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
受
給
要
件

①
引
き
続
く
１
年
以
上
の
加
入
者
期
間
が
あ

る
こ
と

②
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

③
退
職
し
て
い
る
こ
と
（
70
歳
み
な
し
退
職

を
含
み
ま
す
）

◦
請
求
手
続
き

　

受
給
要
件
①
～
③
の
す
べ
て
に
該
当
し
た

人
に
は
、
本
人
宛
て
に
請
求
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
速
や
か
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
退
職
年
金
の
請
求
手
続
き
の
際
、
退
職
時

に
学
校
法
人
等
か
ら
退
職
金
等
が
支
給
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
退
職
金
等
の
「
源
泉

徴
収
票
」
の
写
し
が
必
要
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

退
職
の
時
点
で
は
、
前
述
の
受
給
要
件
①

～
③
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
な
い
人
で

も
将
来
の
手
続
き
に
備
え
て
、
退
職
金
等

の
「
源
泉
徴
収
票
」
を
保
管
す
る
よ
う
に

指
導
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
海
外
に
居
住
し
て
い
る
人
に
は
、
請
求
案

内
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
受
給
要
件
に
該

当
し
た
ら
本
人
か
ら
本
事
業
団
に
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

老
齢
・
退
職
の
年
金
の
決
定
を

受
け
て
い
る
人
が
退
職
し
た
場
合

　

被
用
者
年
金
制
度
一
元
化
前
（
平
成
27
年

９
月
以
前
）
に
受
給
権
が
発
生
し
た
退
職
共

済
年
金
受
給
権
者
の
場
合
は
、
平
成
27
年
10

月
以
降
の
加
入
者
期
間
で
老
齢
厚
生
年
金
の

決
定
が
必
要
で
す
（
支
給
繰
下
げ
を
し
て
い

る
人
も
含
み
ま
す
）。
資
格
喪
失
を
確
認
後
、

請
求
書
を
本
人
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

※
一
元
化
以
降
に
受
給
権
が
発
生
し
た
老
齢

厚
生
年
金
受
給
権
者
の
場
合
は
、
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
退
職
後
の
年
金

は
自
動
的
に
決
定
・
改
定
を
行
い
、
通
知

し
ま
す
。

●
繰
下
げ
を
希
望
し
て
い
る
人

　

65
歳
以
降
の
年
金
に
つ
い
て
支
給
繰
下
げ

を
希
望
し
て
い
る
場
合
は
、
退
職
し
て
も
年

金
の
支
給
は
開
始
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
元
化
後

は
、
退
職
の
時
点
に
よ
っ
て
、
繰
下
げ
請
求

が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
繰
下
げ
請
求
す
る

時
点
が
限
ら
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

本
事
業
団
か
ら
支
給
繰
下
げ
に
か
か
る
関

係
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
受
給
開
始
の

時
期
を
確
認
の
う
え
、
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
詳
細
は
、
本
人
か
ら
本
事
業
団
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
一
元
化
以
降
に
受
給
権
が
発
生
し
た
老
齢

厚
生
年
金
の
繰
下
げ
を
希
望
し
て
い
る
人

は
、
本
事
業
団
か
ら
退
職
に
よ
る
請
求
書

等
は
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、
本
人
が
受
給

開
始
を
希
望
す
る
月
の
前
月
に
繰
下
げ
請

求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
退
職
年
金
（
新
３
階
年
金
）
の
請
求
が
必

要
な
人

　

引
き
続
く
１
年
以
上
の
私
学
共
済
の
加
入 

者
期
間
が
あ
る
人
が
、65
歳
以
降
に
退
職
（
70 

歳
み
な
し
退
職
を
含
み
ま
す
）
し
た
場
合
や
、

退
職
後
に
65
歳
に
な
っ
た
場
合
は
、「
退
職
年

金
決
定
・
改
定
請
求
書
」
を
本
人
宛
て
に
送

付
し
ま
す
。

●
70
歳
の
「
み
な
し
退
職
」
後
、
実
際
に
退

職
し
た
人

　

資
格
喪
失
を
確
認
後
、
自
動
的
に
在
職
中

の
停
止
を
解
除
し
、本
人
宛
て
に
通
知
し
ま
す
。

国
民
年
金
へ
の
届
け
出

　

退
職
後
、
自
営
業
又
は
無
職
と
な
る
60
歳

未
満
の
加
入
者
や
被
扶
養
配
偶
者
は
、
市
区

町
村
の
国
民
年
金
の
担
当
窓
口
で
国
民
年
金

の
種
別
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
貯
金
事
業
関
係
　�

福
祉
部 

保
健
課

積
立
貯
金
の
解
約

　

送
金
を
希
望
す
る
月
の
前
月
25
日
（
土
・
日 

曜
又
は
祝
日
の
場
合
は
直
前
の
平
日
）【
必
着
】

ま
で
に
、
学
校
法
人
等
を
通
し
て
「
積
立
貯

金
解
約
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

解
約
の
手
続
き
を
し
な
い
場
合
、
資
格
喪
失

後
は
預
り
金
と
な
り
、
利
息
は
付
き
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
解
約
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
預
り
金
の
払
い
戻
し
請
求
の
時
効
は
10
年

で
す
。

積
立
共
済
年
金
の
脱
退

　

退
職
す
る
月
の
前
月
25
日
（
土
・
日
曜
又

は
祝
日
の
場
合
は
直
前
の
平
日
）【
必
着
】
ま

で
に
、
学
校
法
人
等
を
通
し
て
「
積
立
共
済

年
金
脱
退
申
出
書
」、「
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
申
告
書
類
」（
受
取
金
額
が
一
時
金

で
１
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
又
は
年
金
で

年
額
20
万
円
を
超
え
る
場
合
）
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
資
格
喪
失
後
も
脱
退
申
出
書
等

の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
後
日
、
本
人
宛
て

に
未
提
出
で
あ
る
旨
を
通
知
し
ま
す
。

　

任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場
合
は
、
継
続

し
て
加
入
で
き
ま
す
。

※
積
立
共
済
年
金
の
給
付
請
求
の
時
効
は
３

年
で
す
。

●
給
付
コ
ー
ス
選
択

◦
年
齢
や
加
入
期
間
な
ど
の
条
件
（
受
給
資

格
）
を
満
た
し
た
人
が
退
職
し
た
場
合
は
、

年
金
・
一
時
金
・
医
療
保
険
の
各
コ
ー
ス

か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◦
年
金
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
場
合
は
10
年
を

限
度
と
し
て
年
単
位
で
受
給
開
始
時
期
を

繰
り
延
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
給
資

格
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
、
脱
退
一

時
金
で
の
受
け
取
り
と
な
り
ま
す
。

〔
例
１
〕
５
月
か
ら
年
金
で
受
け
取
る
場
合

①
２
月
25
日
ま
で
に
「
脱
退
申
出
書
」、「
給

付
金
請
求
書
」、「
個
人
番
号
申
告
書
類
」

を
提
出
（
退
職
〈
脱
退
〉
時
一
時
払
掛
金
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の
払
い
込
み
を
申
し
込
む
場
合
は
、
１
月

24
日
が
申
し
出
の
締
め
切
り
で
す
）

②
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
選
択
し

た
コ
ー
ス
の
給
付
を
５
月
か
ら
開
始

〔
例
２
〕
脱
退
一
時
金
で
受
け
取
る
場
合

①
２
月
25
日
ま
で
に
「
脱
退
申
出
書
」、「
給

付
金
請
求
書
」、「
個
人
番
号
申
告
書
類
」

を
提
出

②
３
月
分
の
掛
金
を
振
り
替
え
後
、
３
月
下

旬
に
積
立
残
高
を
加
入
者
の
口
座
へ
送
金

※
終
身
保
険
コ
ー
ス
は
現
在
、
新
規
の
取
り

扱
い
を
停
止
し
て
い
ま
す
。　

共
済
定
期
保
険
の
脱
退

　

３
月
末
日
ま
で
に
脱
退
し
、４
～
９
月
ま
で 

（
保
険
料
納
付
済
期
間
）
の
保
障
を
希
望
し 

な
い
場
合
は
、
３
月
末
日
ま
で
に
「
退
職
脱

退
申
出
書
」
を
学
校
法
人
等
を
通
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
納
付
済
み
前
期
分
の
保
険

料
は
６
月
中
に
加
入
者
の
口
座
へ
返
金
し
ま

す
。
脱
退
の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
、
資
格

喪
失
後
も
９
月
ま
で
の
期
間
は
保
障
の
対
象

と
な
り
、
保
険
料
は
返
金
し
ま
せ
ん
。

　

任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場
合
は
、
継
続

し
て
加
入
で
き
ま
す
。

※
家
族
年
金
コ
ー
ス
及
び
医
療
保
障
コ
ー
ス

は
、
６
月
下
旬
に
配
当
金
を
送
付
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
配
当
金
は
登
録
の
個
人

口
座
に
送
金
し
ま
す
。
登
録
口
座
を
変
更

す
る
場
合
は
「
共
済
定
期
保
険
事
業
振
替

口
座
・
住
所
・
電
話
番
号
変
更
申
出
書
」

を
４
月
10
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
２
年
以
上
加
入
し
て
い
る
人
は
、
退
職
後

も
引
き
続
き
「
退
職
後
保
障
プ
ラ
ン
」
に

加
入
で
き
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
人
は

共
済
定
期
保
険
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
共
済
定
期
保
険
の
給
付
請
求
の
時
効
は
3

年
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

０
１
２
０
（
７
１
６
）
２
６
７

　

平
日　

９
時
～
17
時
15
分

教
職
員
生
涯
福
祉
財
団
の
ア
イ
リ
ス
プ
ラ
ン

●
問
い
合
わ
せ
先

　

０
１
２
０
（
８
４
４
）
０
２
２

　

平
日　

９
時
～
17
時
15
分

　
貸
付
事
業
関
係
　�

福
祉
部 

貸
付
課

　

貸
付
け
を
利
用
し
て
い
る
加
入
者
が
退
職

す
る
場
合
は
、
貸
付
金
残
額
の
全
部
を
償
還

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

資
格
喪
失
処
理
後
、
学
校
法
人
等
宛
て
に

即
時
償
還
の
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　

事
前
に
資
金
の
都
合
が
つ
く
場
合
は
、
在

職
中
に
全
額
任
意
償
還
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ〔
福

祉
事
業
▼
加
入
者
貸
付 

貸
付
金
を
返
す
▼
貸

付
金
の
償
還
方
法
〕
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

●
任
意
償
還
の
手
続
き

　

毎
月
15
日
【
必
着
】
ま
で
に
「
貸
付
金
任

意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
DL
」
を
提

出
す
る
と
、
そ
の
月
の
定
期
償
還
後
の
元
金

残
を
記
し
た
「
貸
付
金
任
意
償
還
通
知
書
」

と
「
払
込
取
扱
票
（
払
込
通
知
書
）」
を
学
校

法
人
等
宛
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
学
校
法

人
等
か
ら
償
還
金
を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
任
意
償
還
の
場
合
、
退
職
金
等
の

支
払
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
期
限
ま
で
に
払
い

込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

●
即
時
償
還
の
手
続
き

　

任
意
償
還
の
申
し
出
を
し
な
く
て
も
、
資

格
喪
失
処
理
後
自
動
的
に
即
時
償
還
と
な
り

ま
す
が
、
資
格
喪
失
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
定
期
償
還
が
継
続
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場

合
、
即
時
償
還
、
定
期
償
還
と
も
に
退
職
後

に
学
校
法
人
等
が
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

学
校
法
人
等
か
ら
退
職
金
等
が
支
給
さ
れ

る
場
合
は
、
住
宅
貸
付
の
他
、
一
般
貸
付
等
の

貸
付
償
還
金
も
退
職
金
等
か
ら
控
除
し
て
く

だ
さ
い
。
退
職
金
等
が
支
給
さ
れ
な
い
と
き
や

退
職
金
等
の
支
給
額
で
償
還
額
の
全
額
を
充

当
で
き
な
い
場
合
は
、
退
職
時
に
加
入
者
か

ら
償
還
金
（
定
期
償
還
金
と
即
時
償
還
金
の

合
計
）
を
学
校
法
人
等
が
預
か
っ
て
く
だ
さ
い
。

例　3月31日退職の場合

届書等名 提出時期
貸付金任意償還・
団信制度脱退申出書 ３月15日

（※４） ３月 ４月１日 なし

５月１日 １か月分

５月30日（※６）２か月分

５月１日 なし
６月１日 １か月分

６月８日（※６）２か月分

提出書類 最終定期
還償月（※１）

払込期限日
（※２）

経過利息
（※３）

即
時
償
還

在職中の
任意償還

①
事前受付の
資格喪失報告書
によるもの

資格喪失報告書 ３月15日
（※５）

３月

②
資格喪失報告書
によるもの

資格喪失報告書 ４月上旬　 ４月

①資格喪失が3月中旬に確認され、4月1日に即時償還通知書が交付される場合
②４月１日以降に資格喪失が確認され、４月10日に即時償還通知書が交付される場合

※１　住宅貸付の団信制度に加入している場合は、最終定期償還月まで適用され、保険料充当
金の支払いも必要です。

※2　払込期限日は貸付日の応当日の前日ですが、土・日曜又は祝日の場合は直後の平日に繰
り下がります（上の表は2日貸付の場合の例です）。

※3　経過利息の計算式は、「最終定期償還月の還元残×利息（現在の年利1.26％）÷12月×利
息○か月分」（円未満切上げ）です。住宅貸付で半年払償還を併用している場合は、1月と
7月の任意償還を除き、直近の1月又は7月の翌月から最終定期償還月までの経過利息が
加算されます。

※4　任意償還申出書の提出期限は毎月15日【必着】ですが、土・日曜又は祝日の場合は直前の
平日に繰り上がります。

※5　最終の定期償還月が3月となる場合の提出時期です。即時償還の通知は、4月になってか
らの送付となります。

※6　即時償還の最終の払込期限日（償還期限日）を過ぎると、1日当たり0.03％の延滞金が課
せられます（償還通知書の交付日から60日後が償還期限です）。

DL

DL

DL
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共
済
業
務

ガーデンパレスの年末年始期間の宿泊料金
ガーデンパレス名 12月27日～１月３日の宿泊料金 備　　　　　　　　　考

札幌ガーデンパレス
☎011（261）5311 通常料金 ●四川飯店は、12月29日～31日休業（１月１日17:00から通常営業）

仙台ガーデンパレス
☎022（299）6211 通常料金 ●�12月30日～１月３日の夕食は予約制

東京ガーデンパレス
☎03（3813）6211

通常料金
●�洋食レストランは、12月31日～１月３日、年末年始特別メニュー
●�和食堂は、１月１日～７日、正月特別メニュー

年末年始プラン（１泊朝食）
取扱期間：12月31日～１月１日

シングル　12,000円～　ツイン　23,000円～

名古屋ガーデンパレス
☎052（957）1022

通常料金
●�和食堂は、12月30日～１月３日、17:00～21:00までの営業
●�洋食レストランは、12月30日～１月３日、21:30までの営業（カラオケ・
バーは一部休業日あり。詳しくはお問い合わせください）

●コーヒーラウンジは、12月26日～１月５日休業

年末年始プラン（１泊２食）
取扱期間：12月28日～１月５日

シングル・ツインとも
１名様　16,000円

京都ガーデンパレス
☎075（411）0111

通常料金
●�和食堂は、12月31日（夕食）休業、１月１日～３日限定メニュー
●�洋食レストランは、12月31日昼～１月４日朝、年末年始特別メニュー
※京都市宿泊税200円が別途必要になります。

年末年始プラン（1泊2食）
取扱期間：12月31日～１月３日

シングル　19,700円～　ツイン　37,600円～

大阪ガーデンパレス
☎06（6396）6211

通常料金
●�洋食レストランは、１月１日～３日、正月特別メニュー
●和食堂は、12月31日～１月３日、年末年始特別メニュー
●１月１・２日９:30～ロビーにて「餅つき大会」開催

年末年始プラン（1泊2食）
取扱期間：12月31日～１月３日

１名様　14,600円～

広島ガーデンパレス
☎082（262）1122 通常料金 ●�夕食は予約制にて料理長厳選特別メニュー（12月31日～1月3日のみ）

福岡ガーデンパレス
☎092（713）1112 通常料金 ●�通常営業

札幌・仙台・名古屋（中部ブロック限定）・京都・広島の各ガーデンパレスでは、数量限定でおせち料理の販売を行っています。
詳しくは各ガーデンパレスのホームページをご覧いただくか、電話で各ガーデンパレスにお問い合わせください。

　

私
学
事
業
団
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お

け
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
た
年
金
等
給
付
事
業
に
か
か
る
情
報

照
会
及
び
情
報
提
供
（
以
下
「
情
報
連
携
」

と
い
い
ま
す
）
の
情
報
提
供
事
務
に
つ
い
て

は
、
令
和
元
年
６
月
17
日
か
ら
の
試
行
運
用

を
経
て
本
格
運
用
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

●
情
報
提
供
事
務

　�（
令
和
元
年
10
月
30
日
か
ら

　
本
格
運
用
開
始
）

　

本
事
業
団
か
ら
行
政
機
関
や
市
区
町
村
等

に
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
年
金
受

給
者
等
が
各
種
申
請
・
届
け
出
等
を
す
る
際
、

こ
れ
ま
で
必
要
と
さ
れ
て
い
た
添
付
書
類
の

一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
申
請
・
届
け
出
先
の
行
政
機

関
や
市
区
町
村
等
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
注
意
点

　

本
誌
10
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
に
か
か
る
児
童
手

当
の
申
請
等
の
際
に
は
、
当
面
の
間
、
従
来

ど
お
り
加
入
者
証
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

令
和
元
年
５
月
に
「
医
療
保
険
制
度
の
適

正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公

布
さ
れ
、
３
年
３
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
で
き
る

し
く
み
が
本
格
運
用
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

こ
の
本
格
運
用
に
向
け
、
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ

メ
ン
ト
閣
僚
会
議
（
６
月
４
日
開
催
）
に
お

い
て
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
と

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
活
用
の
促
進
に
関
す
る

方
針
」
が
決
定
し
、
医
療
保
険
者
ご
と
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
促
進
に
取
り
組

む
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

●
取
得
促
進
へ
の
取
り
組
み

　

こ
の
決
定
を
受
け
、
文
部
科
学
省
か
ら
の

依
頼
に
よ
り
、
私
学
事
業
団
は
、
私
学
共
済

制
度
を
管
掌
す
る
医
療
保
険
者
と
し
て
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
促
進
に
向
け
た

周
知
や
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
取
り
組
む
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

本
事
業
団
と
し
て
は
、
学
校
法
人
等
を
通

し
て
加
入
者
及
び
被
扶
養
者
の
ご
理
解
と
ご

協
力
の
も
と
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取

得
状
況
等
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
や
取
得
に

関
す
る
情
報
提
供
等
を
行
っ
て
い
く
予
定
で

す
。

　

詳
し
く
は
、
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る
情
報

連
携
（
提
供
事
務
）
の
本
格
運
用
を

開
始
し
ま
し
た

企
画
室

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

取
得
促
進
に
ご
協
力
く
だ
さ
い企

画
室
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共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

私学事業団ホームページ　https://www.shigaku.go.jp/
助成業務　https://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　https://www.shigakukyosai.jp/（私学共済ホームページ）

貸付けの申込締め切り日に
ご注意ください

　１月６日（月）送金分は12月13日（金）、１月22日（水）
送金分は12月27日（金）が締め切り日となります。締
め切り日（毎月15日及び月末）が土・日曜日又は休日の
ときは繰り上がりますので注意してください。

【福祉部　貸付課】

私学共済ホームページ〔加入者用ページ〕の 
施設検索機能をご活用ください

「私学共済ブック 2019〔保健・宿泊編〕」に掲載して
いる契約施設等について、都道府県や用途（人間ドック
契約健診施設、厚生施設、健康増進宿泊施設等）に応じ
た絞り込み検索ができます。ぜひご活用ください。

【広報相談センター　広報班】

標準報酬月額の算定にかかる報酬の報告内容
の回答を集計しました

　9月20日付けで依頼した「標準報酬月額の算定にかか
る報酬の報告内容の点検」にかかる回答書の集計結果は、
私学共済ホームページに掲載していますのでご覧くださ
い。� 【業務部　資格課】

賞与等支給報告書を提出してください

　学校法人等から加入者へ支払う給料、俸給、手当、賞
与、その他いかなる名称であるかを問わず、同一の性質
を有しており、支給回数が年３回以下のものは、賞与等
として報告が必要です。賞与等の遡及差額の追加支給が
あった場合も同様です。
　ただし、７月１日を基準として、前１年間に４回以�
上（※）支給されたものは標準報酬月額の対象となりま
すので、報酬に含めて報告をしてください。この場合、
前年７月１日～当年６月30日に支給した賞与等の支給総
額の12分の１を基礎届等の各月の報酬に加えます。
　「賞与等支給報告書DL」は、支給日（同月内に複数回
の支給があった場合は最後に支給した日）から５日以内
に提出してください。私学事業団より事前に送付した報
告書に記載のある加入者で、賞与等の支給がない人は、
報告書の該当列を二重線で抹消してください。また、電
子媒体や電算用紙で報告する場合は、必ず加入者番号と
生年月日を確認のうえ提出してください。
　なお、賞与掛金等は、12月17日（火）受付分までを
12月の掛金等（１月送付）で調定する予定です。
※�年４回以上の賞与等を報酬に含めるのは、給与規程な
どによって年４回以上支給することが定められている
賞与等です。通常は３回以下の支給で、その年に限り
４回となった場合はそのまま「賞与等支給報告書DL」
で報告してください。

【業務部　資格課】

加入者向広報「レター」１月号及び
年金者向広報「共済だより」１月号等の発送

　加入者向広報「レター」１月号を１月初旬から学校法
人等宛てに順次発送しますので、加入者への配付をお願
いします。送付部数は11月末現在の加入者数です（後期
高齢者医療制度の被保険者となった人を含みます）。不
足の場合は、広報班まで連絡してください。詳しくは送
付状を確認してください。
　なお、年金者向広報「共済だより」を１部、事務担当
者用として同封します。年金者宛てには１月中旬に発送
します。
　加入者向広報「レター」は、私学共済ホームページ〔加
入者用ページ▶レター〕でも閲覧できます。

【広報相談センター　広報班】

２日（月） 貸付 �送金
６日（金） 貸付 �11月分定期償還期限
10日（火） 貯金 �払込期限（必着）

13日（金） 貸付 �１月６日送金申し込み・任意償還申出締め切り
アイリスプラン �医療・日常事故コース加入申込締め切り

20日（金） 貯金 �送金
23日（月） 貸付 �送金

25日（水） 貯金 �払戻・解約請求締め切り
積立共済年金 �脱退申出等締め切り

27日（金） 貸付 �１月22日送金申し込み締め切り

30日（月） 掛金等 �11月分掛金等口座振替（自振校のみ）
貸付 �12月分定期償還口座振替（自振校のみ）

６日（月）
掛金等 �11月分納期限
貸付 �送金
貸付 �12月分定期償還期限

10日（金） 貯金 �払込期限（必着）
15日（水） 貸付 �２月３日送金申し込み・任意償還申出締め切り

の共済業務スケジュール12

の共済業務スケジュール1
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INFORMATION （「月報私学」はホームページにも掲載しています）

私学振興事業本部
〒102 - 8145　東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務

年  末  年  始  の  業  務
　私学事業団では12月28日（土）から１月５日（日）までの年末年始をお休みとさせていただきます。
　ご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　システムメンテナンスのため、私学事業団ホームページ上のシステムの一部について以下のとおり休止します。

　　学校法人ポータルサイト（ポータルサイト内のシステムを含みます）

　　　12月27日（金）17時45分～１月６日（月）10時

　　 e–マネージャ

　　　12月18日（水）17時45分～１月下旬（開始日は別途ご案内します）

　　　　※�e–マネージャの休止期間中、大学ポートレートに掲載されている教育情報の更新はできません。

　※�上記のページ以外は通常どおり閲覧できます。

ホームページ上のシステムの一部休止のお知らせ

　本誌の表紙写真を私立学校から広く募集します。下記のテーマに沿った写真をふるってご応募ください。
採用させていただく場合には改めてご連絡します。

◆募集テーマ
　四季折々の季節感のある私立学校の学園風景

◆応募形式
　デジタル、プリント、ポジフィルムいずれかの写真（5～10枚程度）
◆応募方法
　写真は、学校法人等名、担当者名及び連絡先を明記のうえ、郵送又はメールで送付してください。
◆応募の注意
　・写真は原則返却いたしません。
　・応募作品は著作権などの権利が応募時点で応募者に帰属するものに限ります。
　・採用作品は、私学事業団が「月報私学」の表紙写真として使用し、冊子として刊行、私学事業団ホームページに掲載する

他、「月報私学」表紙写真の募集広告に使用することがあります。
　・撮影対象の肖像権侵害などの責任は負いかねます。応募に際しては、必ず撮影対象者の承諾及び上記事項への使用許可

を得てください。
◆応募・問い合わせ先
　〒102-8145　東京都千代田区富士見 1-10-12　日本私立学校振興・共済事業団　企画室
　　☎03（3230）7809～7811　　Ｅメール　kikaku@shigaku.go.jp

「月報私学」の表紙写真の募集

入学（園）式、遠足、生徒総会、校外学習、卒業（園）式　等
短期留学、臨海学校、夏祭り、オープンキャンパス　等
運動会、体育祭、文化祭、コンクール、公開授業、学校説明会　等
クリスマス、進路講演会、百人一首大会、もちつき大会　等

春季
夏季
秋季
冬季
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災害復旧事業に対する融資制度について
私学事業団では、被災された学校法人等の円滑かつ迅速な復
旧のための支援策として、災害復旧事業に対する低利融資制
度を設けています。

校舎、園舎などの建築や土地の購入、機器備品の購入な
ど、一般の融資金利は以下のとおりです。施設設備の整
備の際にぜひ事業団資金の活用をご検討ください。

問い合わせ先（私学振興事業本部）

■主な事業と融資金利（令和元年11月現在）

主な事業内容
返済期間（据置年数含む）

30年以内 20年以内 10年以内 ６年以内

校（園）舎などの
建築・用地取得

年％

0.70 0.39 0.302 0.402

寄宿舎などの
建築・用地取得 0.80 0.49 0.402 ―

園バスや備品
などの購入 ― ― 0.302

（5.5年以内）

0.302
※�返済期間が30年以内（21年以上）の融資は、1貸付契約当たりの融資額が
10億円以上の場合にご利用いただけます。また、木造建築については、対
象となりません。
※�金利は毎月見直しています。なお、金利は融資契約時点の金利が適用され、
償還完了までの固定金利となります。

◆融資条件（令和元年11月現在）

融資費目 対象となる事業
返済期間
（据置年数
含む）

融資金利

災害復旧費
（特別災害）

激甚災害に指定され、国か
ら補助金の交付を受ける災
害復旧事業（施設・設備等
の原形復旧）

25年
以内

年％

0.09

災害復旧費
（一般災害）

特別災害以外の災害復旧事
業（施設・設備等の原形復旧）

20年
以内 0.09

教育環境整備費
（災害復旧経営資金）

激甚災害（本激）により被
災し、被害の程度の著しい
学校法人の円滑かつ迅速な
復旧のため、緊急に必要な
資金

７年
以内 0.001

※�本事業団の借入金の償還金（利息、延滞金を含みます）を滞納している法人、紛争、
法令違反などの状態にある法人等は、原則として対象とはなりません。

融資部融資課　☎03（3230）7862～7868
Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

融資事業のご案内

宿泊施設のご案内 加入者の予約は公式ホームページ
予約が断然お得です！

詳細は私学事業団ホームページをご覧ください
https://www.shigaku.go.jp/s_yushi_menu.htm
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冬の四季彩プラン 夕食を「京おばんざい会席」、「京会席」、「フレンチコース」
からお選びいただけます。
趣ある冬の京都でゆったりと食事をしませんか。

１泊２食
スタンダードツイン　（２名１室／１名様）�11,500円〜
スタンダードシングル（１名１室／１名様）�12,000円〜
取扱期間：通年（年末年始を除きます）
※�上記料金は３月 14日までの料金です。３月 15日以降の料金
はお問い合わせください。

※�夕食は追加料金（2,000 円、5,000 円）でグレードアップが
できます（京おばんざい会席を除きます）。

※京都市宿泊税 200円が別途必要になります。

プレミアムプラン
話題のベッドマット「エアウィーヴ」、UCC「DRIP POD」、
ウォーターサーバーをご用意した部屋に宿泊できるプランです。
充実したプレミアムな空間で快適なひとときをお過ごしください。

１泊素泊まり　シングルルーム（１名１室／１名様）11,500円〜
　　　　　　　ツインルーム　（２名１室／２名様）20,500円〜
取扱期間：通年（年末年始を除きます）

〒602-0912　京都市上京区烏丸通り下長者町上ル龍前町605番地
☎075（411）0111（代表）　地下鉄烏丸線「丸太町」駅下車、徒歩約８分
https://www.hotelgp-kyoto.com/

〒460-0003　名古屋市中区錦3-11-13　☎052（957）1022（代表）
JR「名古屋」駅から地下鉄東山線「栄」駅、地下鉄桜通線「久屋大通」駅、「丸の
内」駅下車、それぞれ徒歩約５分　https://www.hotelgp-nagoya.com/
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編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145　東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7809～7811（企画室）
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（左）京おばんざい会席（中央）京会席（右）フレンチコース（イメージ）
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